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（決議） 

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事

の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提

案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議

があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りで

はない。 

 

（議事録） 

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的

記録をもって議事録を作成する。 

２ 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した代表理事及

び監事は、議事録に署名又は記名押印する。 

３ 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法令で定める署

名又は記名押印に代わる措置をとる。 

 

第７章 資産及び会計 

 

（事業年度） 

第37条 当法人の事業年度は、毎年１１月１日に始まり翌年１０月３１日に終わ

る。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第38条 当法人の事業計画書及び収支予算書は、代表理事が作成し、毎事業年度

の開始までに、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する

場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで

の間備え置くものとする。 

 

 （事業報告及び決算） 

第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が

次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ

ればならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 




